
平
成
六
年
五
月
二
十
七
日
受
領 

答

弁

第

五

号 

    

衆
議
院
議
員
楢
崎
弥
之
助
君
提
出
笹
川
良
一
氏
、
陽
平
氏
親
子
と
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
業
界
並
び
に
財
団
法
人
日
本
船
舶 

振
興
会
に
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
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一
二
九
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五 

 

平
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一 

 



 

一
の
2
に
つ
い
て 

一
の
1
に
つ
い
て 

先
般
、
社
団
法
人
全
国
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
会
連
合
会
（
以
下
「
連
合
会
」
と
い
う
。
）
の
会
長
に
笹
川
陽
平
氏
が
選

任
さ
れ
た
が
、
運
輸
省
と
し
て
は
、
一
般
に
、
公
益
法
人
の
会
長
等
は
、
当
該
法
人
の
適
正
か
つ
効
率
的
な
事
業
運
営
を
指

揮
監
督
し
、
そ
の
設
立
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
ふ
さ
わ
し
い
能
力
、
識
見
等
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

の
考
え
方
に
即
し
て
検
討
し
、
連
合
会
副
会
長
等
と
し
て
の
実
績
等
か
ら
同
氏
が
会
長
と
し
て
適
格
で
あ
る
と
判
断
し
て
、

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
二
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二

十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
認
可
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
血
縁
関
係
に
着
目
し
て
会
長
職
の
承
継
を
認
め
た

も
の
で
は
な
い
。 

連
合
会
会
長
の
選
任
に
つ
い
て
は
、
平
成
六
年
二
月
十
八
日
付
け
で
運
輸
大
臣
に
対
し
認
可
申
請
が
あ
っ
た
が
、
そ
の

後
、
運
輸
省
と
し
て
は
、
笹
川
陽
平
氏
が
会
長
と
し
て
適
格
で
あ
る
か
、
選
任
に
係
る
連
合
会
の
総
会
の
手
続
が
適
正
で 

衆
議
院
議
員
楢
崎
弥
之
助
君
提
出
笹
川
良
一
氏
、
陽
平
氏
親
子
と
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
業
界
並
び
に
財
団
法 

人
日
本
船
舶
振
興
会
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

一
の
4
に
つ
い
て 

一
の
3
に
つ
い
て 

二
の
1
に
つ
い
て 

財
団
法
人
日
本
船
舶
振
興
会
（
以
下
「
振
興
会
」
と
い
う
。
）
の
会
長
は
、
振
興
会
の
寄
附
行
為
の
規
定
に
基
づ
き
理
事

会
に
お
い
て
選
任
さ
れ
、
当
該
選
任
は
、
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
第
二
十
二
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
一

条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
運
輸
大
臣
に
よ
る
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
会

長
の
交
代
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
何
ら
の
手
続
も
執
ら
れ
て
お
ら
ず
、
御
指
摘
の
点
に
関
し
て
は
、
政
府
と
し
て
は
承
知
し

て
い
な
い
。 

あ
っ
た
か
等
に
つ
い
て
審
査
し
た
ほ
か
、
平
成
五
年
十
月
十
二
日
付
け
で
運
輸
省
海
上
技
術
安
全
局
長
か
ら
連
合
会
会
長
に

発
出
し
た
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
事
業
の
適
正
な
運
営
に
関
す
る
通
達
に
基
づ
く
改
善
策
が
新
体
制
の
下
で
確
実
に
実
施
さ

れ
る
よ
う
必
要
な
指
導
等
を
行
い
、
改
善
状
況
等
を
見
極
め
た
上
で
、
平
成
六
年
四
月
六
日
付
け
で
認
可
し
た
も
の
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
点
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
笹
川
良
一
氏
の
判
断
に
属
す
る
問
題
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
承
知
し
て
い
な

い
。 

四 

 



 

二
の
2
に
つ
い
て 

な
お
、
運
輸
省
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
平
成
五
年
十
月
十
二
日
付
け
で
海
上
技
術
安
全
局
長
か
ら
連
合
会
の

会
長
等
に
あ
て
て
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
事
業
の
適
正
な
運
営
に
つ
い
て
通
達
を
発
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
を
受
け

て
、
関
係
者
に
お
い
て
所
要
の
改
善
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。 

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
の
専
用
場
外
発
売
場
（
ボ
ー
ト
ピ
ア
）
の
設
置
に
関
連
し
て
、
平
成
五
年
九
月
、
社
団
法
人
山
口

県
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
会
の
役
員
が
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
違
反
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
る
等
の
事
案
が
発
生
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
基
本
的
に
は
各
個
人
の
問
題
で
あ
る
が
、
専
用
場
外
発
売
場
を
設
置
す
る
際
の
関
係
者
間
の
連
絡
体
制
等
が
必

ず
し
も
明
確
で
な
か
っ
た
こ
と
も
一
因
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

競
輪
に
係
る
場
外
車
券
売
場
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
者
の
名
称
等
、
設
置
を
必

要
と
す
る
事
由
、
設
置
場
所
、
構
造
及
び
設
備
の
状
況
等
を
記
載
し
た
申
請
書
を
通
商
産
業
大
臣
に
提
出
し
、
そ
の
許
可
を 

競
馬
に
係
る
場
外
設
備
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
日
本
中
央
競
馬
会
又
は
都
道
府
県
若
し
く
は

指
定
市
町
村
は
、
設
置
場
所
、
設
備
の
概
要
、
当
該
競
馬
場
と
の
連
絡
方
法
及
び
設
置
の
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
を
農
林

水
産
大
臣
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

五 

 



 

二
の
4
に
つ
い
て 

二
の
3
に
つ
い
て 

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
に
係
る
場
外
発
売
場
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
施
行
者
は
、
申
請
者
の

名
称
等
、
設
置
を
必
要
と
す
る
事
由
、
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
概
要
等
を
記
載
し
た
申
請
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
、
そ

の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

小
型
自
動
車
競
走
に
係
る
場
外
車
券
売
場
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
施
行
者
は
、
申
請
者
の
名

称
等
、
設
置
を
必
要
と
す
る
事
由
、
設
置
場
所
、
構
造
及
び
設
備
の
状
況
等
を
記
載
し
た
申
請
書
を
通
商
産
業
大
臣
に
提
出

し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

富
士
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社
は
、
ポ
ー
ト
ピ
ア
姫
路
に
係
る
施
設
の
所
有
者
で
あ
る
が
、
笹
川
陽
平
氏
は
、
昭
和
四
十
六
年

二
月
か
ら
昭
和
五
十
九
年
五
月
ま
で
富
士
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社
の
前
身
で
あ
る
富
士
観
光
株
式
会
社
の
管
財
人
を
、
昭
和
四 

な
お
、
当
該
施
設
の
所
有
者
の
適
否
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
施
行
者
が
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
の
専
用
場
外
発
売
場
の
用
に
供
す
る
施
設
の
所
有
者
に
係
る
法
令
上
の
要
件
は
、
な
い
。 

六 

 



 

三
の
1
に
つ
い
て 

二
の
5
に
つ
い
て 

財
団
法
人
日
本
海
事
科
学
振
興
財
団
（
以
下
「
海
事
財
団
」
と
い
う
。
）
は
、
「
海
運
、
造
船
そ
の
他
の
海
事
に
関
す
る

科
学
知
識
に
つ
い
て
一
般
国
民
特
に
青
少
年
に
対
し
そ
の
啓
発
を
図
り
、
も
っ
て
海
事
思
想
の
普
及
及
び
海
事
に
関
す
る
科

学
技
術
の
振
興
に
資
し
、
あ
わ
せ
て
海
事
産
業
の
発
展
に
寄
与
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
昭
和
四
十
二
年
に
設
立
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。 

秋
田
県
河
辺
郡
河
辺
町
に
お
い
て
、
東
京
都
府
中
市
及
び
相
模
湖
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
組
合
が
、
専
用
場
外
発
売
場
の

設
置
を
予
定
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
施
行
者
、
地
元
の
地
方
公
共
団
体
、
当
該
施
設
の
所
有
者

そ
の
他
の
関
係
者
が
協
議
し
た
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

十
七
年
三
月
か
ら
昭
和
五
十
五
年
三
月
ま
で
同
社
の
代
表
取
締
役
（
管
財
人
を
兼
任
）
を
、
同
月
か
ら
昭
和
六
十
一
年
六
月

ま
で
同
社
の
代
表
取
締
役
会
長
（
昭
和
五
十
九
年
五
月
ま
で
管
財
人
を
兼
任
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
務
め
て
い
た
と
承
知
し
て
い

る
。 海

事
財
団
で
は
、
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
昭
和
四
十
九
年
七
月
に
船
の
科
学
館
を
開
設
し
、
海
事
に
関
す
る
資
料 

七 

 



 

三
の
4
に
つ
い
て 

三
の
3
に
つ
い
て 

三
の
2
に
つ
い
て 

の
展
示
等
に
よ
り
海
事
に
関
す
る
科
学
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
活
動
等
を
行
っ
て
い
る
。 

ホ
テ
ル
海
洋
の
建
設
業
者
の
選
定
に
当
た
り
、
海
事
財
団
は
、
そ
の
事
務
処
理
に
係
る
規
定
に
基
づ
き
、
見
積
書
を
提
出

し
た
六
社
の
う
ち
最
低
価
格
の
見
積
書
を
提
出
し
た
建
設
業
者
と
交
渉
し
た
結
果
、
契
約
す
る
に
至
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。 

ホ
テ
ル
海
洋
の
前
身
で
あ
る
東
京
海
洋
会
館
は
、
昭
和
二
十
五
年
に
建
築
さ
れ
た
施
設
を
昭
和
四
十
九
年
に
譲
り
受
け
、

以
後
、
逐
次
改
修
を
施
し
な
が
ら
使
用
し
て
き
た
が
、
電
気
設
備
、
機
械
設
備
等
の
改
修
に
は
限
度
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

年
々
老
朽
化
し
、
事
業
経
営
に
支
障
を
来
す
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
平
成
元
年
度
に
当
該
施
設
を
解
体
し
た
上
、
全
面
的
に

建
て
直
し
た
も
の
で
あ
る
。 

東
京
海
洋
会
館
は
、
船
の
科
学
館
の
付
属
研
修
施
設
と
し
て
、
修
学
旅
行
生
、
各
種
研
修
団
体
等
に
対
し
て
研
修
、
宿
泊

等
の
場
を
提
供
す
る
た
め
、
昭
和
五
十
年
十
月
に
開
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

ホ
テ
ル
海
洋
の
建
設
に
係
る
財
源
は
、
振
興
会
か
ら
の
助
成
金
百
十
億
二
千
五
百
万
円
、
財
団
法
人
シ
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・ 

八 

 



 

三
の
7
に
つ
い
て 

三
の
6
に
つ
い
て 

三
の
5
に
つ
い
て 

な
お
、
こ
の
う
ち
銀
行
か
ら
の
借
入
金
三
十
億
円
に
つ
い
て
は
、
海
事
財
団
の
内
部
的
な
資
金
処
理
と
し
て
、
平
成
三
年

度
及
び
四
年
度
に
船
の
科
学
館
等
に
係
る
一
般
会
計
の
余
裕
金
を
一
時
的
に
ホ
テ
ル
海
洋
に
係
る
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
て

ホ
テ
ル
海
洋
の
建
設
資
金
に
充
当
し
た
も
の
を
、
平
成
五
年
度
に
お
い
て
一
般
会
計
に
繰
り
戻
し
た
際
、
借
り
入
れ
た
も
の

で
あ
る
。 

過
去
、
振
興
会
が
施
設
の
建
設
に
対
し
行
っ
た
補
助
又
は
助
成
で
、
ホ
テ
ル
海
洋
の
建
設
に
対
す
る
も
の
と
同
等
の
規
模

の
も
の
は
な
い
。 

オ
ー
シ
ャ
ン
財
団
か
ら
の
借
入
金
五
十
九
億
円
、
銀
行
か
ら
の
借
入
金
三
十
億
円
及
び
自
己
資
金
五
十
四
億
六
千
五
百
万

円
、
合
計
二
百
五
十
三
億
九
千
万
円
と
な
っ
て
い
る
。 

振
興
会
か
ら
海
事
財
団
に
交
付
さ
れ
た
補
助
金
及
び
助
成
金
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
で
あ
る
。 

公
益
法
人
の
基
本
財
産
の
管
理
運
用
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
一
年
七
月
に
関
係
省
庁
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
「
公
益
法
人 

九 

 



 

三
の
8
に
つ
い
て 

指
導
監
督
連
絡
会
議
」
で
決
定
さ
れ
た
「
公
益
法
人
の
運
営
に
関
す
る
指
導
監
督
基
準
」
に
お
い
て
、「
安
全
確
実
な
方
法

で
行
う
必
要
が
あ
り
、
特
に
、
価
値
の
変
動
が
著
し
い
財
産
及
び
客
観
的
評
価
が
困
難
な
財
産
で
管
理
運
用
す
る
こ
と
は
適

当
で
な
い
」
と
い
う
一
般
的
な
基
準
が
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
、
平
成
五
年
六
月
に
関
係
省
庁
に
よ
り
構
成
さ

れ
る
「
公
益
法
人
等
指
導
監
督
連
絡
会
議
幹
事
会
」
で
申
し
合
わ
せ
ら
れ
た
「
公
益
法
人
の
設
立
及
び
指
導
監
督
基
準
の
運

用
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
具
体
的
な
考
え
方
と
し
て
、
一
般
に
は
建
築
物
等
減
価
す
る
財
産
に
よ
り
基
本
財
産
の
管
理
運

用
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
個
別
に
は
当
該
法
人
の
公
益
目
的
か
ら
基
本
財
産
と
し
て
の
適
否
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。 

海
事
財
団
に
つ
い
て
は
、
船
の
科
学
館
の
付
属
研
修
施
設
で
あ
る
ホ
テ
ル
海
洋
の
設
置
及
び
運
営
が
主
要
な
事
業
の
一
つ

と
な
っ
て
お
り
、
公
益
目
的
の
達
成
の
た
め
に
も
こ
の
事
業
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
基
本
財
産
を
こ
の
よ
う
な

施
設
で
運
用
す
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

財
団
法
人
シ
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・
オ
ー
シ
ャ
ン
財
団
か
ら
の
借
入
金
五
十
九
億
円
に
つ
い
て
は
十
年
間
で
、
銀
行
か
ら
の
借

入
金
三
十
億
円
に
つ
い
て
は
二
十
五
年
間
で
、
そ
れ
ぞ
れ
返
済
す
る
予
定
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

一
〇 

 



 

四
の
4
に
つ
い
て 

四
の
3
に
つ
い
て 

四
の
1
及
び
2
に
つ
い
て 

三
の
9
に
つ
い
て 

海
事
財
団
が
、
昭
和
六
十
一
年
度
か
ら
、
一
般
会
計
の
基
本
財
産
の
う
ち
二
十
億
円
を
住
友
信
託
銀
行
に
委
託
し
、
特
定

金
銭
信
託
に
よ
り
運
用
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
含
み
損
が
生
じ
て
い
る
。 

一
般
に
、
公
益
法
人
に
つ
い
て
は
、
三
の
7
に
つ
い
て
に
お
い
て
述
べ
た
昭
和
六
十
一
年
七
月
の
「
公
益
法
人
の
運
営
に

関
す
る
指
導
監
督
基
準
」
に
お
い
て
基
本
財
産
の
管
理
運
用
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
さ
れ
て
い
る
「
価
値
の
変
動
が

著
し
い
財
産
」
の
内
容
が
、
平
成
五
年
六
月
の
「
公
益
法
人
の
設
立
及
び
指
導
監
督
基
準
の
運
用
に
つ
い
て
」
に
お
い
て[

株

式
（
寄
附
さ
れ
た
も
の
を
除
く
）
、
株
式
投
資
信
託
、
金
等
」
と
し
て
具
体
的
に
例
示
さ
れ
、
株
式
に
よ
る
運
用
は
適
当
で
な

い
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。 

海
事
財
団
は
昭
和
六
十
一
年
度
か
ら
、
笹
川
平
和
財
団
は
昭
和
六
十
二
年
度
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
基
本
財
産
の
一
部
を
特
定 

御
指
摘
の
よ
う
な
事
実
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。 

一
一 

 



 

五
の
2
に
つ
い
て 

五
の
1
に
つ
い
て 

六
の
1
に
つ
い
て 

金
銭
信
託
で
運
用
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
当
該
運
用
を
開
始
し
た
際
に
は
、
四
の
3
に
つ
い
て
に
お
い
て
述

べ
た
「
価
値
の
変
動
が
著
し
い
財
産
」
に
よ
る
運
用
に
該
当
す
る
か
否
か
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
四
の
3
に
つ
い

て
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
当
該
運
用
が
適
当
で
な
い
こ
と
が
平
成
五
年
六
月
に
明
確
に
さ
れ
た
が
、
当
該
契
約
を
直
ち

に
解
約
す
る
と
い
わ
ゆ
る
含
み
損
が
顕
在
化
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
時
期
を
見
極
め
て
速
や
か
に
解
約
し
、
元
本
が
回
収

で
き
る
方
法
で
運
用
す
る
よ
う
指
導
し
た
。
ま
た
、
今
後
積
み
増
す
基
本
財
産
に
つ
い
て
は
、
定
期
預
金
、
国
債
等
で
運
用

す
る
よ
う
指
導
し
た
。 

平
成
六
年
度
に
お
い
て
振
興
会
か
ら
補
助
又
は
助
成
を
受
け
て
い
る
運
輸
省
関
係
団
体
に
御
指
摘
の
よ
う
な
再
就
職
を

行
っ
て
い
る
運
輸
省
出
身
の
常
勤
役
員
数
は
、
平
成
六
年
一
月
一
日
現
在
、
四
十
七
名
で
あ
る
。 

運
輸
省
海
上
技
術
安
全
局
の
戸
田
邦
司
前
局
長
の
運
輸
省
退
職
後
の
勤
務
先
は
、
造
船
業
基
盤
整
備
事
業
協
会
で
あ
る
。 

振
興
会
か
ら
造
船
業
基
盤
整
備
事
業
協
会
に
対
し
て
は
、
補
助
金
及
び
助
成
金
は
、
交
付
さ
れ
て
い
な
い
。 

一
二 

 



 

一
三 

　
平
成
二
年
度

三

、
八
〇
八
百
万
円

二

、
六
三
〇
百
万
円

万
円

万
円

 
 

　
平
成
元
年
度

　
昭
和
六
十
三
年
度

年
　
　
度

二

、
七
一
八
百
万
円

一

、
一
五
四
百
万
円

一
　
般
　
会
　
計

二

、
〇
〇
〇
百

一

、
〇
〇
〇
百

特
　
別
　
会
　
計

 

六
の
2
に
つ
い
て 

別
表
第
一
（
三
の
5
に
つ
い
て
の
関
係
） 

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
会
及
び
連
合
会
並
び
に
振
興
会
の
補
助
金
又
は
助
成
金
を
交
付
さ
れ
て
い
る
団
体
で
あ
っ
て
、
笹

川
良
一
氏
及
び
そ
の
親
族
が
役
員
を
努
め
て
い
る
と
承
知
さ
れ
る
も
の
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
以
降
、
別
表
第
二
の
と
お

り
で
あ
る
。 

い
わ
ゆ
る
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
関
連
企
業
の
中
に
、
笹
川
良
一
氏
の
親
族
が
勤
務
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て

い
る
が
、
そ
れ
自
体
は
、
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
事
業
の
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
は
特
段
の
問
題
が
な
い
と
認

識
し
て
お
り
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
尊
重
の
観
点
か
ら
も
、
御
指
摘
の
点
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場

に
は
な
い
。 

 



 

一
四 

 
 

　
平
成
五
年
度

（
計
画

）

　
平
成
四
年
度

　
平
成
三
年
度

二

、
五
八
二
百
万
円

四

、
〇
三
九
百
万
円

三

、
九
二
七
百
万
円

一

、
三
九
五
百
万
円

二

、
〇
〇
〇
百
万
円

二

、
〇
〇
〇
百
万
円 

(

注
一) 
特
別
会
計
は
船
の
科
学
館
付
属
研
修
施
設
（
ホ
テ
ル
海
洋
）
に
係
る
も
の
で
あ
り
、
一
般
会
計
は
船
の
科
学 

 

(

注
二)

で
の
特
別
会
計
に
対
す
る
も
の
の
一
部
は
、
一
般
会
計
を
経
由
し
て
交
付
さ
れ

 

別
表
第
二
（
六
の

 

 

 

一 

笹
川
良
一
氏

ニ 

財
団
法
人
日
本
海
事
科
学
振
興
財
団

館
等
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

 

平
成
二
年
度
か
ら
五
年
度
ま

た
も
の
で
あ
り
、
一
般
会
計
の
欄
に
は
、
当
該
経
由
し
た
も
の
の
額
は
計
上
さ
れ
て
い
な
い
。

1
に
つ
い
て
の
関
係
）

イ 

社
団
法
人
滋
賀
県
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
会 

 

ロ 

社
団
法
人
大
阪
府
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
会 

ハ 

社
団
法
人
全
国
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
会
連
合
会

 



 

一
五 

 

 

 

 

ラ
ン
ニ
ン
グ
・
セ
ン
タ
ー 

 

 
オ
ー
シ
ャ
ン
財
団 

 

 

二 
 

社
団
法
人
東
京
都
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
会 

リ 

財
団
法
人
ラ
イ
フ
・
プ

ト 

財
団
法
人
日
本
顕
彰
会

ヲ 

財
団
法
人
シ
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・

ヨ 

財
団
法
人
笹
川
医
学
医
療
研
究
財
団 

ヌ 

財
団
法
人
笹
川
記
念
保
健
協
力
財
団

笹
川
陽
平
氏

ホ 

財
団
法
人
日
本
吟
剣
詩
舞
振
興
会

イ ヘ 
財
団
法
人
全
日
本
空
手
道
連
盟

ワ 

財
団
法
人
日
本
消
防
協
会

チ 

財
団
法
人
癌
研
究
会

ル 

財
団
法
人
日
本
防
火
協
会

カ 

財
団
法
人
日
本
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
連
合

 



 

一
六 

 

 

 

 

ラ
ン
ニ
ン
グ
・
セ
ン
タ
ー 

 

 
オ
ー
シ
ャ
ン
財
団 

 

 

二 
 

社
団
法
人
東
京
都
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
会 

リ 

財
団
法
人
ラ
イ
フ
・
プ

ト 

財
団
法
人
日
本
顕
彰
会

ヲ 

財
団
法
人
シ
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・

ヨ 

財
団
法
人
笹
川
医
学
医
療
研
究
財
団 

ヌ 

財
団
法
人
笹
川
記
念
保
健
協
力
財
団

笹
川
陽
平
氏

ホ 

財
団
法
人
日
本
吟
剣
詩
舞
振
興
会

イ ヘ 
財
団
法
人
全
日
本
空
手
道
連
盟

ワ 

財
団
法
人
日
本
消
防
協
会

チ 

財
団
法
人
癌
研
究
会

ル 

財
団
法
人
日
本
防
火
協
会

カ 

財
団
法
人
日
本
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
連
合

 



 

一
七 

 

 

 

 
会 

 

 

保
健
協
力
財
団 

成
三
年
六
月
三
十
日
に
解
散
し
た
。
） 

 

リ 

財
団
法
人
日
本
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
連
合

ト 

財
団
法
人
日
本
顕
彰
会

ヲ 

財
団
法
人
日
本
舟
艇
利
用
振
興
セ
ン
タ
ー
（
平

ニ 

財
団
法
人
笹
川
医
学
医
療
研
究
財
団

ヌ 

笹
川
平
和
財
団

ロ 

社
団
法
人
全
国
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
会
連
合
会

ホ 

財
団
法
人
日
本
海
事
科
学
振
興
財
団 

ヘ 

財
団
法
人
全
日
本
剣
道
道
場
連
盟

ワ 

財
団
法
人
マ
リ
ン
ス
ポ
ー
ツ
財
団

チ 

財
団
法
人
日
本
科
学
協

ル 

財
団
法
人
笹
川
記
念

カ 

財
団
法
人
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
協
議
会 

ハ 
財
団
法
人
ラ
イ
フ
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
・
セ
ン
タ
ー 

 



 

一
八 

成
三
年
五
月
三
十
一
日
に
解
散
し
た
。
） 

 

 

 
オ
ー
シ
ャ
ン
財
団 

 
タ
ー 

五
月
三
十
一
日
に
解
散
し
た
。
） 

 

 

ラ 

財
団
法
人
シ
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・

ヰ 

財
団
法
人
日
本
観
光
開
発
財
団
（
平
成
四
年

ウ 

財
団
法
人
国
際
臨
海
開
発
研
究
セ
ン

ナ 

社
団
法
人
海
外
鉄
道
技
術
協
力
協
会

ヨ 

社
団
法
人
日
本
舶
用
機
械
貿
易
振
興
会
（
平

オ 

社
団
法
人
日
本
造
船
研
究
協
会

ソ 

財
団
法
人
航
空
保
安
協
会 

ツ 

財
団
法
人
日
本
防
火
協
会 

タ 
財
団
法
人
運
輸
経
済
研
究
セ
ン
タ
ー

レ 

財
団
法
人
航
空
振
興
財
団

ム 

財
団
法
人
船
舶
解
撤
事
業
促
進
協
会

ノ 

財
団
法
人
沿
岸
開
発
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー

ネ 

社
団
法
人
日
本
観
光
協
会 

 



 

一
九 

（
平
成
六
年
三
月
三
十
一
日
に
解
散
し
た
。
） 

 

 

 

協
会 

 

 

 

会 

三 
 

社
団
法
人
群
馬
県
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
会 

 

 

ヤ 
財
団
法
人
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
近
代
化
研
究
セ
ン
タ
ー

コ 

財
団
法
人
日
本
国
民
音
楽
振
興
財
団

ケ 

財
団
法
人
笹
川
ス
ポ
ー
ツ
財
団

ア 

財
団
法
人
日
本
品
質
シ
ス
テ
ム
審
査
登
録
認
定
協

笹
川
堯
氏

ク 

財
団
法
人
日
本
舶
用
機
器
開
発
協
会

ロ 

財
団
法
人
日
本
水
難
救
済
会

イ エ 

財
団
法
人
日
本
海
洋
レ
ジ
ャ
ー
安
全
・
振
興
協
会

マ 

財
団
法
人
港
湾
空
間
高
度
化
セ
ン
タ
ー

テ 

財
団
法
人
地
域
伝
統
芸
能
活
用
セ
ン
タ
ー

フ 

財
団
法
人
日
本
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

ハ 

財
団
法
人
笹
川
記
念
保
健
協
力
財
団

 



 

二
〇 

 

 オ
ー
シ
ャ
ン
財
団 

四 
 群

馬
県
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
会 

五 
 

リ
ン
ス
ポ
ー
ツ
財
団 

六 
 

吟
剣
詩
舞
振
興
会 

笹
川
良
一
氏
は
、
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
法
人
に
対
し
て
、
平
成
六
年
二
月
十
八
日
付
け
で
役
員
の
辞
任
届
を

 

（
注
二
）

は
、
第
二
号
ハ
か
ら
ル
ま
で
、
ワ
、
カ
、
タ
か
ら
ウ
ま
で
及
び
ノ
か
ら
テ
ま
で
に
掲
げ
る
法
人

 

（
注
一
） 

ニ 

財
団
法
人
全
日
本
空
手
道
連
盟

笹
川
鎮
江
氏

笹
川
泰
弘
氏

笹
川
勝
正
氏

ホ 
財
団
法
人
マ
リ
ン
ス
ポ
ー
ツ
財
団

財
団
法
人
日
本

財
団
法
人
マ

ヘ 

財
団
法
人
シ
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・

社
団
法
人提

出
し
た
。

 

笹
川
陽
平
氏

に
対
し
て
は
平
成
五
年
十
月
十
四
日
付
け
で
、
同
号
ア
に
掲
げ
る
法
人
に
対
し
て
は
平
成
五
年
十
一
月
十
五
日

 



 

 

二
一 

 

付
け
で
、
そ
れ
ぞ
れ
役
員
の
辞
任
届
を
提
出
し
た
。


